
（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）７１



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ７２
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
十
月
一
日
付
け
で
身

体
に
障
害
の
あ
る
者
の
診
断
を
担
当
す
る
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百

四
十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）７３



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ７４



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）７５



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ７６



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）７７



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ７８

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
一
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
一
月
一
日
付
け
で
身

体
に
障
害
の
あ
る
者
の
診
断
を
担
当
す
る
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百

四
十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）７９



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ８０



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）８１



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ８２



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）８３
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
二
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
四
月
一
日
付
け
で
身

体
に
障
害
の
あ
る
者
の
診
断
を
担
当
す
る
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百

四
十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ８４



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）８５



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ８６

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
三
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
七
月
一
日
付
け
で
身

体
に
障
害
の
あ
る
者
の
診
断
を
担
当
す
る
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百

四
十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）８７



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ８８



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）８９



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ９０



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）９１



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ９２

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
四
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
十
月
一
日
付
け
で
身

体
に
障
害
の
あ
る
者
の
診
断
を
担
当
す
る
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百

四
十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 62）東 京 都 公 報令和7年5月27日（火曜日）９３



令和7年5月27日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 62） ９４


